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平成18年第３回嬉野市議会定例会議事日程 

平成18年９月21日（木）  

本会議第７日目   

午前10時 開 議   

日程第１  討論・採決 

議案第114号  専決処分の承認を求めることについて（嬉野市職員定数条例の一部

を改正する条例の制定について） 

議案第115号  専決処分の承認を求めることについて（嬉野市行財政調査委員会条

例の一部を改正する条例の制定について） 

議案第116号  嬉野市大野原地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

について 

議案第117号  嬉野市営駐車場条例の一部を改正する条例について 

議案第118号  嬉野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第119号  嬉野市企業等誘致条例の一部を改正する条例について 

議案第120号  嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例について 

議案第121号  嬉野市乳幼児及び就学前児童の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

議案第122号  嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第123号  嬉野市住民基本台帳の閲覧に関する条例を廃止する条例について 

議案第124号  指定管理者の指定について 

議案第125号  平成18年度嬉野市一般会計補正予算（第３号） 

議案第126号  平成18年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第127号  平成18年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 

議案第128号  平成18年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会

計補正予算（第２号） 

議案第129号  平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特

別会計補正予算（第１号） 
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議案第130号  平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特

別会計補正予算（第１号） 

議案第131号  平成18年度嬉野市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２  発議第11号  新しい地方分権改革の推進を求める意見書について 

日程第３  発議第12号  飲酒運転の追放に関する決議について 

日程第４  委員長報告 

日程第５  閉会中の付託事件について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（山口 要君） 

 皆さんおはようございます。連日、大変お疲れさまでございます。本日が９月定例会の最

終日となっておりますので、最後まで慎重審議をよろしくお願い申し上げておきたいと思い

ます。 

 本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．討論・採決を行います。 

 議案第114号 専決処分の承認を求めることについて（嬉野市職員定数条例の一部を改正

する条例の制定について）討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第114号は原案のとおり承認することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。したがって、議案第114号 専決処分の承認を求めることについて

（嬉野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について）は承認されました。 

 次に、議案第115号 専決処分の承認を求めることについて（嬉野市行財政調査委員会条

例の一部を改正する条例の制定について）討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第115号は原案のとおり承認することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第115号 専決処分の承認を求めることについて

（嬉野市行財政調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について）は承認されました。 

 次に、議案第116号 嬉野市大野原地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第116号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。したがって、議案第116号 嬉野市大野原地区コミュニティセンタ

ー条例の一部を改正する条例については可決されました。 

 次に、議案第117号 嬉野市営駐車場条例の一部を改正する条例について討論を行います。

討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第117号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。したがって、議案第117号 嬉野市営駐車場条例の一部を改正する

条例については可決されました。 

 次に、議案第118号 嬉野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第118号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い
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ます。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。したがって、議案第118号 嬉野市国民健康保険条例の一部を改正

する条例については可決されました。 

 次に、議案第119号 嬉野市企業等誘致条例の一部を改正する条例について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第119号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第119号 嬉野市企業等誘致条例の一部を改正す

る条例については可決されました。 

 次に、議案第120号 嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第120号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第120号 嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例については可決されました。 

 次に、議案第121号 嬉野市乳幼児及び就学前児童の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第121号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 
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 全員起立であります。したがって、議案第121号 嬉野市乳幼児及び就学前児童の医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例については可決されました。 

 次に、議案第122号 嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第122号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第122号 嬉野市重度心身障害者の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例については可決されました。 

 次に、議案第123号 嬉野市住民基本台帳の閲覧に関する条例を廃止する条例について討

論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第123号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第123号 嬉野市住民基本台帳の閲覧に関する条

例を廃止する条例については可決されました。 

 次に、議案第124号 指定管理者の指定について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第124号については原案のとおり決定することに賛成の方は御

起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。したがって、議案第124号 指定管理者の指定については可決され

ました。 

 次に、議案第125号 平成18年度嬉野市一般会計補正予算（第３号）について討論を行い
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ます。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第125号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成多数であります。したがって、議案第125号 平成18年度嬉野市一般会計補正予算

（第３号）については可決されました。 

 次に、議案第126号 平成18年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第126号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。したがって、議案第126号 平成18年度嬉野市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）については可決されました。 

 次に、議案第127号 平成18年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）につい

て討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第127号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第127号 平成18年度嬉野市農業集落排水特別会

計補正予算（第１号）については可決されました。 

 次に、議案第128号 平成18年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会

計補正予算（第２号）について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第128号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第128号 平成18年度嬉野都市計画下水道事業嬉

野市公共下水道事業費特別会計補正予算（第２号）については可決されました。 

 次に、議案第129号 平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特

別会計補正予算（第１号）について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第129号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第129号 平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉

野第七土地区画整理事業費特別会計補正予算（第１号）については可決されました。 

 次に、議案第130号 平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特

別会計補正予算（第１号）について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第130号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第130号 平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉

野第八土地区画整理事業費特別会計補正予算（第１号）については可決されました。 

 次に、議案第131号 平成18年度嬉野市水道事業会計補正予算（第２号）について討論を

行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。議案第131号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願い



- 598 - 

ます。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、議案第131号 平成18年度嬉野市水道事業会計補正予

算（第２号）については可決されました。 

 日程第２．発議第11号 新しい地方分権改革の推進を求める意見書についてを議題といた

します。 

 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。提出者、山口榮一議員。 

○13番（山口榮一君） 

 おはようございます。発議第11号 新しい地方分権改革の推進を求める意見書について、

提案をいたします。 

 標記のことについて、別紙のとおり嬉野市議会会議規則第13条の規定により提出する。 

 平成18年９月21日。提出者は、私、山口でございます。賛成者、議運の委員でございます。 

 理由といたしましては、新しい地方分権改革を推進し、地方を活性化させるためというこ

とでございます。 

 案について申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新しい地方分権改革の推進を求める意見書（案） 

 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において「地方分権に向けて、関係法

令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進める」とされたことから、

地方分権改革は新たな段階を迎えた。 

 昨年までの三位一体改革においては、３兆円の税源移譲が実現したとはいえ、地方交付税

は約５兆円削減され、かつ国庫補助負担金改革の大宗は国庫負担率の引下げに終わるなど、

必ずしも地方の自由度は拡大せず、地方分権の観点からは不十分な改革におわった。 

 地方分権改革は、国は国にしかできないことに重点化し、地域の行政は地方自治体が責任

をもって担うことで、地域の行政需要に的確に応える一方で、地域に活力を与え、日本を活

性化させる改革である。 

 よって、国においては、下記事項に留意しつつ、新しい地方分権改革を進めることを強く

要請する。 

記 
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１．早期に地方分権推進法を制定し、地方分権を国会・国民の理解のもと強力に推進するこ

とで、地方交付税を地方共有税に変更し、税源移譲や国の関与の見直しを進め、地方の

自由度を高めること。 

 さらに、「地方行財政会議」を設置し、地方に関わる事項について政府の政策立案等

に関して、地方の意見を反映させること。 

２．平成19年度予算編成において、地方公共団体の安定的な財政運営や、住民サービスの提

供に支障が生じることのないよう、地方交付税等必要な一般財源の総額を確保すること。 

 また、地方税制の見直しや遅れている地方の道路整備等の充実など「都市」と「地

方」の地域間格差の解消を図ること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済財政政策担当大

臣、総務大臣、財務大臣、以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 それでは、発議第11号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで発議第11号の質疑を終わります。 

 これから発議第11号について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。発議第11号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願いま

す。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、発議第11号 新しい地方分権改革の推進を求める意見

書については原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました発議第11号の意見書は、後日、関係大臣へ送付いたします。 

 日程第３．発議第12号 飲酒運転の追放に関する決議についてを議題といたします。 
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 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。提出者、山口榮一議員。 

○13番（山口榮一君） 

 発議第12号 飲酒運転の追放に関する決議について提案をいたします。 

 標記のことについて、別紙のとおり嬉野市議会会議規則第13条の規定により提出する。 

 平成18年９月21日。提出者は私で、賛成者は議運の委員でございます。 

 理由、飲酒運転を根絶し、安全・安心なまちづくりに資するため。 

 案について朗読いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

飲酒運転の追放に関する決議（案） 

 飲酒運転による痛ましい交通事故が依然として後を絶たず、多くの尊い命が失われている

ことは、誠に遺憾である。 

 私達は、こうした現状を真摯に受け止め、市民一人ひとりが飲酒運転による交通事故の悲

惨さを深く認識するとともに、家庭、職場及び地域社会全体が相互に戒めあい、飲酒運転を

一掃する地域社会を目指して、ここに飲酒運転追放を宣言するものである。 

 豊かで住みよい安全安心なまちづくりは、市民すべての共通な願いであることから、嬉野

市議会は、飲酒運転が根絶することを願い、ここに「飲酒運転追放宣言」を決議する。 

 平成18年９月21日 

佐賀県 嬉野市議会    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

でございます。 

○議長（山口 要君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 それでは、発議第12号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで発議第12号の質疑を終わります。 

 これから発議第12号について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。発議第12号は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願いま
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す。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、発議第12号 飲酒運転の追放に関する決議については

原案のとおり可決されました。 

 日程第４．委員長報告を議題といたします。 

 総務企画常任委員会及び産業建設常任委員会に付託しておりました陳情の審査結果につい

て、委員長に報告を求めます。 

 まず、陳情第13号 要請書（トンネルじん肺問題の全面解決を実現するためにご支援を）

について報告を求めます。 

 本件につきましては、総務企画常任委員会に付託し、審査をお願いしていたものでありま

す。審査の結果について、委員長に報告を求めます。野副道夫総務企画常任委員長。 

○総務企画常任委員長（野副道夫君） 

 総務企画委員会に付託をされておりました要請書（トンネルじん肺問題の全面解決を実現

するためにご支援を）ということで、本委員会に付託をされました審査の結果を下記のとお

り決定したので、会議規則第100条の規定によりまして、御報告を申し上げます。 

 審査の結果は、採択であります。採択の理由は、早期の全面解決が図られるよう今後も協

力をするということでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの報告に対して質疑を求めます。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから陳情第13号について討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから陳情第13号について採決します。本案に対する委員長の報告は採択であります。

本案は委員長報告のとおり採択とすることに賛成の方は御起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、陳情第13号 要請書（トンネルじん肺問題の全面解決
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を実現するためにご支援を）については採択とすることに決定いたしました。 

 次に、陳情第11号、14号及び15号について、産業建設常任委員会の陳情審査報告を求めま

す。川原等産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（川原 等君） 

 産業建設委員会に付託されました件について、陳情第11号 ＷＴＯ農業交渉に関する要請

書。 

 審査の結果、採択といたしました。願意妥当であると。大きな問題ではありますが、国内

農業にとって重要な局面であるので、今後、関連する具体的な諸問題が発生した場合に当議

会として迅速な対応を行うべきであるということで、委員会で判断いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 続けて、全部お願いします。 

○産業建設常任委員長（川原 等君） 

 一遍にいいですか。 

○議長（山口 要君） 

 はい。 

○産業建設常任委員長（川原 等君） 

 陳情第14号 陳情書（道路拡幅工事のお願いについて）。 

 審査の結果、採択といたしました。理由として、願意妥当であると。９月補正で計上され

た調査費を生かし、地域住民と協議の上、早急に対応されるよう委員会は判断をいたしまし

た。 

 陳情第15号 歩道の設置に関する陳情書。 

 採択といたしました。理由として、願意妥当である。現地を踏査し、車いすで進行できる

よう段差をなくし、スロープの傾斜を緩やかにするなどの措置をされるように委員会は判断

をいたしました。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの報告に対して一括して質疑を行います。質疑ありませんか。12番太田議員。 

○12番（太田重喜君） 
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 実は、昨日審議の中で申し上げたわけですけど、３月議会の委員会で採択していただいた

ことについて、それまでの嬉野町の町道認定基準と合わないからという答弁があったわけで

ございますが、このことについて何か委員長に所管課から連絡があったでしょうか。もしあ

ったとしたら、どういうお答えをなされたか。せっかく現地踏査までして意見をまとめられ

て報告されて、ここでみんなが認めた案件が、旧嬉野町の町道認定基準に合わないからとい

うことでそのままうっちゃられているような状況の中で、これを委員長どういうふうに考え

られますか。せっかくここに陳情書で同じような道路問題も上がっているもんで、確かに委

員会ではわざわざ出向いて調査した上での結論を出していただいたわけでございますが、執

行部には何も聞こえていない状況なもんで、このことについて委員長はどういうふうに思わ

れますか。 

○産業建設常任委員長（川原 等君） 

 その用地の件については、産業建設委員会には後での問い合わせとかはあっておりません。

その登記の件とかいう話も伺っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 そういうことですが、きのうの審議の中での答弁を聞かれて、どういうふうに思われます

か。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午前10時24分 休憩 

午前10時25分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開いたします。 

○産業建設常任委員長（川原 等君） 

 きのうの話を聞きまして、実際、私もびっくりといいますか、全然進んでいないというの

に確かに疑問を感じました。 

 今回、きょうこの報告書の中に実際書いてあるのは、その分を委員会としては妥当である
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と判断しましたという表現で書いております。あとは、議長の方からこの委員会の書面によ

って執行部に提出してもらうということで、きょうの朝ちょっと伺いましたので、その方が

いいかなと私も思いました。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 ですから、それは委員会無視でもあり、議会無視でもあるわけなんですよ。３月議会のと

きは、ここで委員会報告をみんな了承して起立したんですよね。それを、旧町時代の云々を

言うんやったら、そんときすぐ持ち出すべきだったのがそのままになっておると。登記の問

題にしてもしかりです。執行部の議会無視じゃねえかと。だから、これについてということ

で発言したわけですけど、委員長にはこれでいいです。後でまた考えます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから陳情第11号 ＷＴＯ農業交渉に関する要請書について討論を行います。討論はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長報告の

とおり採択とすることに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、陳情第11号 ＷＴＯ農業交渉に関する要請書について

は採択とすることに決定いたしました。 

 次に、陳情第14号 陳情書（道路拡幅工事のお願いについて）討論を行います。討論はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから採決します。本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長報告の

とおり採択とすることに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、陳情第14号 陳情書（道路拡幅工事のお願いについ

て）は採択とすることに決定いたしました。 

 次に、陳情第15号 歩道の設置に関する陳情書について討論を行います。討論はありませ

んか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長報告の

とおり採択とすることに賛成の方は御起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。したがって、陳情第15号 歩道の設置に関する陳情書は採択とする

ことに決定いたしました。 

 なお、陳情第14号、陳情第15号については、後日、所管課へ書面でもって議長名で申し入

れを行います。 

 日程第６．閉会中の付託事件についてを議題といたします。 

 このたび、各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び特別委員会委員長からお手元

に配付しました別紙付託文書表のとおり、閉会中もなお継続して調査したいとの申し出が 

あっております。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のあったとおり、閉会中の継続審査とすることに

ついて御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決定いたしました。 

 以上で本定例会に提出された案件の審議、討論、採決など、すべての日程が終了いたしま

した。 

 お諮りいたします。ただいままでに議決されました各議案について、条項、字句、数字、

その他の整理を要するものについて、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議 
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ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任するこ

とに決定いたしました。 

 会議を閉じます。平成18年第３回嬉野市議会定例会を閉会いたします。どうもお疲れさま

でございました。 

午前10時29分 閉会 
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